
○ 平成25年12月4日、ユネスコ無形文化遺産に「和食；日本人の伝統的な食文化」の登録が
決定。

○ 和食文化を未来に向けて守り伝えていくため、継続的なPRによる関心の維持や地域にお
ける保護・継承が重要。

(c) Masashi Kuma, 2006

「和食」の特徴③：

自然の美しさや季節のうつろいの表現
「和食」の特徴①：

多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

「和食」の特徴②：

健康的な食生活を支える栄養バランス
「和食」の特徴④：

正月などの年中行事との密接な関わり

季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に
あった調度品や器を利用するなど、自然の美しさや
四季の移ろいを表現することも和食文化の特徴の
ひとつです。

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれて
きました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間
を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。

一汁三菜を基本とする食生活は栄養バランスがとりやすく、
だしの「うま味」や発酵食品をうまく使い、動物性油脂の摂
取量もセーブ。日本人の長寿や肥満防止に役立っていま
す。

南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がる
日本の国土。各地で地域に根ざした多様な食材が
用いられ、素材の味わいを活かす調理技術・調理
道具が発達しています。

「自然を尊重する」というこころに基づいた、日本人の食慣習

ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化
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（重要無形文化財）
能楽、人形浄瑠璃文楽、歌舞伎、
雅楽、小千谷縮・越後上布、
組踊、結城紬 、
和紙：日本の手漉和紙技術

（重要無形民俗文化財）
奥能登のあえのこと、早池峰神楽、
秋保の田植踊、チャッキラコ、大日堂舞楽、
題目立、アイヌ古式舞踊、壬生の花田植、
佐陀神能、那智の田楽、山・鉾・屋台行事、
来訪神：仮面・仮装の神々、風流踊

（選定保存技術）
伝統建築工匠の技：木造建造物を受け継ぐための伝統技術

和食；日本人の伝統的な食文化
※文化審議会において決定

文化財保護法に基づき指定された無形の文化財

我が国のユネスコ無形文化遺産（23件）
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我が国のユネスコ無形文化遺産
令和５年１月時点

提案中 伝統的酒造り（※令和4年3月提案。審査件数の上限を超える提案があったため、
我が国からの提案は 令和5年には審査されないこととなった。）



○ 「食育基本法」において、国は、食文化の継承を推進するため、必要な施策を講ずることとされている。
○ 平成25(2013)年12月４日、ユネスコ無形文化遺産に「和食；日本人の伝統的な食文化」の登録が決定。「無形文化
遺産の保護に関する条約」に基づいて、国は、無形文化遺産として登録された和食文化の保護を確保するための必要な措置
をとることとされている。

○ 平成29年６月に「文化芸術基本法」において、「食文化」が生活文化として位置付けられ、同法に基づいて、国はその振
興を図るとともに、食文化に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずることとされている。

〇 「無形文化遺産の保護に関する条約」においては、条約の締約国は、自国の領域内に存在する無形文化遺産の保護を確保するために必要
な措置をとることが義務づけられており（第11条（ａ））、また、一般公衆、特に若年層を対象とした教育、意識の向上及び広報等の手段を通
じて、社会における無形文化遺産の認識、尊重及び拡充を確保することを努めることとされている（第14条（ａ）（ｉ））。

無形文化遺産の保護に関する条約（平成18年条約第３号）

〇 「文化芸術基本法」においては、生活文化の例示の一つとして、茶道、華道、書道とと
もに「食文化」が位置付けられており、国は、その振興を図るとともに、これらに関する活動へ
の支援その他の必要な施策を講ずることとされている（第12条）。

文化芸術基本法（平成13年法律148号 改正：平成29年６月23日）

和食文化の保護・継承に係る国の責務

〇 「食育基本法」において、国は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の
継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずることとされている（第24条）。

食育基本法（平成17年法律第63号）
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食育基本法に基づく第４次食育推進基本計画の決定
○ 令和３年度（2021年度）から概ね５年間を計画期間とする「第４次食育推進基本計画」を食育推進会議にて決定
（令和３年３月）。

本計画では、重点事項「持続可能な食を支える食育の推進」の中に、「食育活動を通じて、郷土料理、伝統料理、食事の作
法等、伝統的な地域の多様な和食文化を次世代へ継承するための食育を推進する」ことを記載。

○ また、「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす」ことを目標の一つとして、
第３次計画から引き続き「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合」に加え、
新たに「郷土料理や伝統料理を月１回以上食べている国民の割合」を目標値に追加。

第４次食育推進基本計画（抜粋）
第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針

１．重点事項
（１）生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進
（２）持続可能な食を支える食育の推進

国民が健全な食生活を送るためには、その基盤として持続可能な環境が不可欠であり、食育関係者を含む国民が一体となって、食を支え
る環境の持続に資する食育を推進する。
・食と環境の調和：環境の環（わ）
・農林水産業や農山漁村を支える多様な主体とのつながりの深化：人の輪（わ）
・日本の伝統的な和食文化の保護・継承：和食文化の和（わ）
を通じて、持続可能な食に必要な、環境の環（わ）、人の輪（わ）、和食文化の和（わ）の３つの「わ」を支える食育を推進する。

（３）「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進

和食文化の保護・継承に係る目標値

食文化を着実に次世代へ継承していくため、様々な場面で食べる機会を増やすための目標値を追加
郷土料理や伝統料理を月１回以上食べている国民の割合 目標値50％以上（令和７年度）現状値63.1％（令和４年度）

第３次食育推進基本計画から目標値を引き上げ
 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合

目標値55％以上（令和７年度） 現状値44.0％（令和４年度）
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知っている 聞いたことがある 知らない

○『和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたこと』を「知っている」と回答した者は全体の3割弱
に留まり、「聞いたことがある」も3割弱で、「知らない」は５割弱。平成27年度と比較すると、
認知度が低下。

○和食のイメージの上位３つは「健康に良い」、「栄養バランスが良い」、「季節を感じられる」。一
方で、「調理が難しい」、「準備や片付けに手間がかかる」、 「塩分が高い」 、「価格が高い」、
といったネガティブなイメージも。

和食文化の継承の状況①

11
平成27年度－ 農林水産省「和食」の保護・継承推進検討会 全国1万人に対する「食生活に関するアンケート調査」
令和４年度 － 農林水産省「食生活実態及び和文化に関するアンケート調査」

平成
27年度

令和
４年度

（％）

「和食」がユネスコ無形文化であることの認知度 和食に関するイメージ令和４年度
（%）

健康に良い 65.5
栄養バランスが良い 63.9
季節を感じられる 54.1

旬のものがおいしく食べられる 53.7
カロリーが低い 44.3

素材のおいしさが味わえる 43.0
彩りや盛り付けが美しい 39.1

色々な食材を食べられる 32.8
調理が難しい 22.6

準備や片付けに手間がかかる 17.1
塩分が高い 14.0
価格が高い 12.4

古いイメージがある 9.7
地味である 8.9

調理が簡単である 6.8
堅苦しいイメージがある 5.5

あてはまるものはない 7.4



どういう風に
１位．一緒に作った、手伝いながら
２位．見よう見まね／手本を見て
３位．口頭で／聞きながら／聞いて

誰に
１位．母親（義母、両親）
２位．祖母
３位．父親

何を
１位．料理の作り方
２位．作法・マナー・食べ方
３位．文化・伝統

○ 地域や家庭で受け継がれてきた料理や食べ方・作法等の和食文化を受け継ぎ、次世代へ伝え
ている国民は、44.0％となっている。

○ 教わったり、受け継いだことの自由回答では、「何を：料理の作り方」を「誰に：母
親」に「どういう風に：一緒に作った、手伝いながら」が最も多かった。

和食文化の継承の状況②

令和元年度「国民の食生活における和食文化の実態調査」
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64.2

35.8

44.0 56.0

このうち、地域や次世代に対し
伝えている国民の割合は68.5％

受け継いでいる 受け継いでいない等

64.2×0.685＝44.0

受け継ぎ、伝えている
受け継いでいない / 伝えていない 等

（％）

地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法
等を継承している国民の割合

和食文化の何を、誰から、どんな風に
教わったり、受け継いだ

令和４年度 農林水産省「食育に関する意識調査」



13

和食と健康 ～健康的な食生活を支える一汁三菜～

一汁三菜を基本とする和食は、栄養バランスに優れていることが実証され、生活習慣病や低栄養
へのリスクが減らせるとされており、「和食」の基本形を守ることが、健康な食生活につながる。

健康的な食事の取り方「一汁三菜」 ご飯を主食として、魚介･肉類等動物性食品中心の主菜と、野菜･いも･豆類等
の副菜と、具だくさんの汁物に、だし、発酵調味料を組み合わせた「和食」の
一汁三菜は、栄養学的にみてもバランスのとりやすい食事である。

汁物（一汁）
水分補給のほか、
食べものを飲み込み
やすくする。

主菜（一菜）
肉や魚、卵などを
使ったたんぱく質を
摂るための料理。

副菜（二菜･三菜）
煮物や和え物など
野菜を主に使った
ビタミン、ミネラル
などを補う料理。

主食；ごはん

香の物；お漬け物
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